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適切な主張書面作成の処方箋

A5 判　312 頁
定価：3,960 円（本体：3,600 円＋税 10％）

目次（抜粋）
第１章　一般条項
基本原則（民法１条）他

第２章　意思表示
心裡留保（民法 93条）他

第３章　代理
代理行為の瑕疵（民法 101条）他

第４章　時効
催告による時効の完成猶予（民法150条）
他

第５章　債権総論
特定物の引渡しの場合の注意義務（民法
400条）他

第６章　保証
保証人の負担と主たる債務の目的又は態
様（民法 448条）他

第７章　債権譲渡
債権の譲渡性（民法 466条）他

第８章　弁済、相殺
受領権者としての外観を有する者に対す
る弁済（民法 478条）他

第９章　契約総論
同時履行の抗弁（民法 533条）他

第 10章　契約
売買（民法 555条）他

第 11章　その他の契約
書面でする消費貸借等（諾成的消費貸借）
（民法 587条の２）他

本書の特長

◆主張書面作成時の留意点、
　論証例がわかる
◆訴訟進行のイメージがつかめる
◆改正民法に対応した主張を展開
　できる
◆弁護士にとって特に影響のある
　条文をピックアップして解説
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第２　虚偽表示①（民法94条１項）

（虚偽表示）
第94条　相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
２　前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができな
い。

１　攻撃防御構造上の位置づけ
（１）　抗弁として主張

訴訟物：売買契約に基づく代金支払請求権

請求原因 抗弁

売買契約 売買契約は
虚偽表示無効

　虚偽表示とは、「真意でない意思表示であって、意思表示の相手方との

間に通謀があった場合」（潮見佳男『民法（全）〈第２版〉』有斐閣（2019年）

49頁）である。すなわち、意思表示は、外形上の表示にすぎず、実際には、

当該意思表示から法律効果を生じさせないことについて表意者が相手方と

合意をしている場合である。

　この場合、意思表示は無効である（民法94条１項）。

　したがって、例えば、原告が売買契約に基づく売買代金の請求をし、こ

れに対して、被告が当該売買契約における意思表示は虚偽表示により無効

であることを主張立証すれば、本件売買契約は無効であって売買代金債務

も発生しないこととなる。

　よって、被告の当該主張は、請求原因に基づく法律効果の発生を障害す

ることになるので、攻撃防御上、抗弁として機能することになる。

第２　虚偽表示①（民法94条１項）
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第３　虚偽表示②（民法94条２項）

２　論証例と解説
（１）論証例

　被告は、Ａから、2021年10月１日、本件土地を代金3,000万円で購入

した（第２売買）❶。

　第２売買当時、本件土地の所有権登記名義はＡとなっていた❷。

　それゆえ、被告は、第２売買の際❸、Ａは適法に原告から本件土地を

取得した所有権者であると信じて購入したのであり、原告とＡ間の第１

売買について、原告とＡが第１売買をする意思がないのに、その意思が

あるもののように仮装することを合意していたことなど知らなかった❹。

（２）解説

ア　要件事実

①　虚偽表示の意思表示の効果につき利害関係を生じた者であること

②　①の意思表示の際、虚偽表示について知らなかったこと

　民法94条２項の第三者とは、通謀虚偽表示に基づいて新たにその当

事者から独立した利益を有する法律関係に入ったため、通謀虚偽表示の

有効・無効について法律上の利害関係を有するに至った者をいう（潮見

佳男『民法（全）〈第２版〉』有斐閣（2019年）50頁）。①はこの「第三者」

該当性を表している。

　②は、この善意の要件を表している。「善意」とは、虚偽表示に係

る事実を知らなかったことをいうが、判例は、この善意について過失

の有無を問わないとしている（大判昭和12・８・10新聞4181号９頁

〔27545328〕）。第三者の善意の判定は、対象となるべき法律関係ごとに

当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準とし

て決する（最判昭和55･ ９･11民集34巻５号683頁〔27000166〕）。それ

ゆえ、時的要素となる。

イ　論証例の解説

　論証例の❶は、要件①の第三者該当性を表している。

第一法規 ストア

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974

事務所名

債権要件事実（０７４９４８）２０２１．９ ＨＯ

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

本書内容見本

攻撃防御構造上の位置づけはブロック図で把握
論証例と解説で主張書面の作成をイメージ

構成：ブロック図→論証例→解説
改正民法に絡む論証を展開する際は、この 1冊！

定価3,960円（本体3,600円＋税10％）[074948]債権法改正にみる要件事実
～攻撃防御構造上の位置づけと論証例～
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